
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領（多摩市） 

平成１６年３月１０日 

改正 平成２２年４月２７日 

改正 平成２５年４月１日 

改正 平成２６年１０月１日 

改正 平成２７年１０月１日 

改正 平成２８年６月１日 

改正 平成３０年７月１９日 

改正 令和６年１２月２日 

（通則） 

第１条 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第１１１号）第３９条（第４１条の

３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第９７条、第１４５条、第１６７

条、第１８０条、第１８０条の３、第１８７条、第２０３条、第２１５条、第２３６条、第２

４７条、第２６２条、第２６４条及び第２７５条において準用する場合を含む。）及び第１１０

条の３（第１１４条及び第１３４条において準用する場合を含む）、「多摩市指定地域密着型サ

ービス基準条例」（平成２８年多摩市条例第１９号）第４０条（第５９条、第１３６条、第１５

６条、第１７６条、第２２９条において準用する場合を含む。）、第７６条（第７８条の３、第

９６条、第１０９条において準用する場合を含む。）、及び第２０２条（第２１６条において準

用する場合を含む。）、「多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例

（平成３０年多摩市条例第１４号）」第３０条（第３３条において準用する場合も含む）、「東京

都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第

４１号）第３８条（第５２条において準用する場合を含む）、「東京都介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第４２号）第３８条（第

５３条において準用する場合を含む）、「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第９８号）第３６条（第５１条において準用する

場合を含む）、「東京都養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都

条例第３９号）第２７条、「東京都経費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」（平成

２４年東京都条例第１１４号）第３１条、「東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

の基準に関する条例」（平成３０年東京都条例第５１号）第３８条（第５３条において準用する

場合も含む）、「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」（平成２４年東

京都条例第１１２号）第５４条の９、第６２条、第７４条、第８４条、第９３条、第１２３条、

第１４２条、第１５９条、第１６４条の３、第１７１条、第１８１条、第１９６条、第２１７

条、第２３４条、第２４８条、第２５３条及び第２６２条において準用する場合を含む。）、「多

摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」（平成２８年多摩市条例第２０号）第３７条（第

６４条及び第８５条において準用する場合を含む。）、並びに「指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準」（平成１８年厚生労働省令第３７号）第２６条（第３２条において準用する場合を含む。）

の規定による事故が発生した場合の保険者への報告は、この要領の定めるところによるものと



する。 

 

（目的） 

第２条 

 本要領は、介護サービスや指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所

介護等以外のサービス（以下「介護サービス等」という。）の提供により事故が発生した場合に、

速やかにサービス提供事業者から多摩市介護保険課へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び

再発防止に資することを目的とする。 

 

（事故の範囲） 

第３条 

 報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス等の提供に伴い

発生した事故（送迎中、通院中の事故を含む。）とし、原則、以下のとおりとする。 

 一 原因等が次のいずれかに該当する場合 

  （１） 身体不自由又は認知症等に起因するもの 

      例） 転倒、徘徊による行方不明等 

  （２） 施設の設備等に起因するもの 

      例） 器物の落下等 

  （３） 感染症、食中毒又は疥癬の発生 

 感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に 

定めるもののうち、次のものをいう。 

（ア）１～５類の感染症（ただし、５類の定点把握を除く。） 

（イ）新型インフルエンザ等感染症 

（ウ）（ア）に相当する指定感染症 

（エ）新感染症 

  （４） 地震等の自然災害、火災又は交通事故 

  （５） 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合。 

      例） 職員による利用者の金品着服、利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯 

罪等 

  （６） 原因を特定できない場合 

 二 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合（保険者がそのおそれがあると判断

した場合を含む。） 

（１） 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害（誤与薬を含む。）を受けた場合 

（２） 利用者が経済的損失を受けた場合 

  （３） 利用者が加害者となった場合 

  （４） その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を要しないもの

とすることができる。 

 一 比較的軽易なけがの場合 

 二 老衰等により死亡した場合 

３ 前２項にかかわらず、多摩市より報告を求められた場合は報告を要するものとする。 

 



 （報告事項） 

第４条 

 報告事項は、次のとおりとする。 

 一 提出日 

 二 事故状況 

  （１）事故状況の程度 

  （２）死亡に至った場合 死亡年月日 

 三 事業所の概要 

  （１）法人名 

  （２）事業所（施設）名 

    （３）事業所番号 

    （４）サービス種別 

    （５）所在地 

四 対象者 

    （１） 氏名・年齢・性別 

    （２） サービス提供開始日 

    （３） 保険者 

    （４） 住所 

    （５） 身体状況（要介護度・認知症高齢者日常生活自立度） 

 五 事故の概要及び事故発生時の対応 

  （１） 発生日時 

  （２） 発生場所 

  （３） 事故の種別 

  （４） 発生時状況、事故内容の詳細 

    （５） その他 特記すべき事項 

    （６） 発生時の対応 

    （７） 受診方法 

    （８） 受診先（医療機関名・連絡先（電話番号）） 

    （９） 診断名 

    （１０）診断内容 

    （１１）検査、処置等の概要 

 六 事故発生後の状況 

    （１） 利用者の状況 

    （２） 家族等への報告（報告した家族等の続柄、報告年月日） 

    （３） 連絡した関係機関（連絡した場合のみ） 

    （４） 本人、家族、関係先等への追加対応予定 

 七 事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析） 

 八 再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期および結果等） 

 九 その他 特記すべき事項 

２ 報告は、「介護保険事業者 事故報告書」により行う。ただし、前項における報告の項目が

明記されていれば、別様式でも差し支えないものとする。 

 



（報告の対象） 

第５条 

  報告する事故は、事故当事者である介護サービス等利用者が、多摩市の被保険者である場

合及び事業所又は施設所在地が多摩市内の場合とする。 

 

（報告の手順） 

第６条 

  事故の報告は、概ね次の手順によるものとする。 

 一 第一報 

  （１） 事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、第４

条第１項第１号から第６号までの内容について、遅くとも５日以内を目安に事故報

告書により多摩市介護保険課に報告する。また、居宅介護支援事業所にも同様の報

告を行うものとする。 

  （２） 緊急性の高いものは、電話等により仮報告を行い、その後速やかに報告書を提出

するものとする。 

 二 途中経過及び最終報告 

   事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時点で

第４条第１項第７号から第９号の内容を含む最終報告を事故報告書により行う。ただし、

第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終報告とすることがで

きる。この場合、第４条第１項第７号から第９号の内容についても、第一報の事故報告書

に記載するものとする。 

 

（市における対応） 

第７条 

  多摩市は、報告を受けた場合、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状

況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。 

２ 対応する事故は、事故当事者が多摩市の被保険者である場合を原則とするが、必要に応じ

て、他の区市町村の被保険者にかかる事故についても、当該区市町村と連携し対応するもの

とする。 

３ 重大な事故については、必要に応じて、東京都、東京都国民健康保険団体連合会又は他の

区市町村と連携を図るものとする。 


